
平成30年11月27日 

 

農林水産省 

 

平成30年度の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基

づく割当ての再受付について 

 

平成30年度の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基づく関税

割当ての再申請登録申込については、以下のとおりとします。 

なお、先に実施（平成30年11月16日から同年11月22日）した期間に登録した申請者につ

いては、登録フォームによる登録はできませんので、ご注意ください。 

 

１ 再申請登録申込の有無 

（単位：トン） 

品   目   名 再受付の有無 再割当て枠 

TWQ-JP25 検糖計の読みで98.5度未満の甘しゃ糖 有 7 

TWQ-JP26 ココア粉 無 - 

TWQ-JP27 ココア調製品（砂糖を加えたもので２kgを超えるもの） 無 - 

TWQ-JP28 調製食料品 無 - 

TWQ-JP29 しょ糖の含有量が全重量のうち50％を超える調製食料品 無 - 

TWQ-JP30 調製食料品（砂糖が最大の成分のものに限る。） 有 17 

TWQ-JP31 砂糖及び酪農品を含有する調製食料品 無 - 

TWQ-JP32 砂糖 有 157 

TWQ-JP33 でん粉等 有 2,463 

 

２ 再申請登録申込受付期間 

（１）受付期間：平成30年11月28日午前10時から平成30年12月４日午後４時まで 

（２）受付方法：当省ウェブサイト上の登録フォーム 

 

お問い合わせ先： 

政策統括官付地域作物課 

担当者：国際調整班 渡邉、藤田 

 代    表：03-3502-8111（内線4844） 

 ダイヤルイン：03-6744-2116 



 


